
1

【全体目標の構成の考え方】

１．骨子案
「救える生命を救う」をスローガンに、①予防、②治療、③
研究、④共生、の４つをキーワードとした全体目標、個別目
標からなる構成を提案します。

２．骨子案の位置づけと考え方

①予防：一次予防に関する事項を整理する。
・単なる「啓発」に終わる予防では、将来的な死亡率削減効
果が小さいと考え、協議会として禁煙、禁煙外来などの取り
組み推進について方向性を示す必要性があります。

・感染症対策については、HPVワクチン、ピロリ菌、肝炎に
ついて、厚生労働省として、また、協議会としてどのような
意志を持つのかの議論が必要です。

②治療：臨床現場、診療体制に関わる方針を整理する。
・主として、治療体制や診療体制の充実、均てん化に関わる
事項を明記します。

・人材は「研究」に関わる部分でも必要です。予防研究者、
基礎研究者もそうですし、遺伝カウンセラー、バイオイン
フォマティクス（bioinformatics）などの養成も必要とな
ることから、「全ての個別目標を実現するために必要な基盤
となるもの」として、「環境」の箱に記載します。

③研究：ゲノム医療など基礎研究の推進、体制整備が不十分
な「希少がん・難治性がん」に関する方針を整理する。

・診療体制の整備が遅れており、研究と一体的に整備すべき
必要性がある「希少がん、難治性がん」に関する診療、整備
方針を整理する。

・ゲノム医療は、病態解明の他、ハードを含めたデータ解析
技術の推進、ＧＩＮＡのような法環境整備、解析評価につい
てクリンバ設置や医薬機法との関係を含めて方針を整理する。

・また、米国Cancer Moon shotとの関係もにらんで＜国際
協働＞についても方針を定める。

④共生：社会との関連性、啓発に関する方針を整理する。
・相談支援、がん教育、就労を含めた社会的支援を「共生」

として位置付ける。
・がん教育は、予防の意味合いもあると思うが、改正がん対

策基本法に定める社会教育の意味、意義を重視し、共生に
つながる方針として整理をする。

○共通：実行に必要な環境整備に関わる事項を明記する。
ⅰ）人材養成：予防研究者、基礎研究者、遺伝カウンセラー、

バイオインフォマティクスなどの養成も必要です。
ⅱ）患者参画：ＨＴＡ、社会合意が得られた研究推進にも患

者参画、患者教育は重要です。
ⅲ）予算確保：特にゲノム医療の推進には欠かせない事項と

なります。
ⅳ）ＰＤＣＡ：若尾・東参考人、片野田参考人が行った事業

評価、予測手法について、がん登録など各種データも活か
した検証を継続的に実施する必要があります。

ⅴ）国民総参加：改正がん対策基本法にもあるように、社会
全体の役割を明記する。

※備考
・個別目標の箱の中にある赤い字は、協議会の議論の中で出

てきたキーワード。また、改正がん対策基本法の中でも明
文化された事項であり、議論が必要です。
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【予防】
がんになる人を

減らす

第三期がん対策の目標：「救える生命を救う」／「がんの克服」

【治療】
がんで亡くなる人を

減らす

【研究】
小児がん・希少がん・難治がん

を中心とした
ゲノム医療の推進

【共生】
がんになっても安心し
て暮らせる社会の構築

ゲノム医療を含め
た専門的人材育成

指標・データを活用
したPDCA推進

行政、企業など
国民総参加の推進
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研究・政策への患者
参画（PPI）推進

計画の実施に必要な
予算の獲得
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第三次基本計画骨子案
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実行に必要な環境整備


